
 

３．行 財 政 改 革
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年度税制改正において、成長志向の法人税改革の一環として、平成３

０年４月１日から、法人実効税率が２９．７４パーセントまで引き下げられたが、

引下げと併せて課税ベースの拡大などが行われ、代替財源の確保が図られた。 

そもそも、地方法人課税は、産業振興、雇用対策、警察・消防のほか社会資本

の整備など、企業の生産活動を支える公共サービスに必要な財源を賄うため、法

人に応分の負担を求めるものであり、地方の重要な基幹税として不可欠なもので

ある。 

特に、税収に占める法人二税の割合が高く、地方交付税による財源保障を受け

ることができない都は、代替財源を伴わない税率引下げにより大きな影響を受け

ることとなりかねない。 

これらを踏まえれば、今後、更なる実効税率の引下げを行う場合には、その対

応は国の責任において行われるべきであり、全ての地方自治体の歳入に影響を与

えることのないよう、確実に代替財源を確保すべきである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

今後、更に法人実効税率を引き下げる場合には、国の責任において行うことと

し、税率引下げによる地方自治体の減収については、代替財源を確実に確保し、

全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないようにすること。 

１ 法人実効税率の引下げに係る国の責任による対 

応及び代替財源の確保 

今後、更に法人実効税率を引き下げる場合には、国の責任におい

て行うこととし、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのな

いようにすること。 

- 23 -



 

２ 都区財政調整の財源に係る過誤納還付金の取扱 
いの見直し 

     （提案要求先 総務省） 
         （都所管局 総務局・財務局） 

 
＜現状・課題＞ 

都区財政調整制度において、都が特別区に交付する特別区財政調整交付金の原

資は、地方自治法・同法施行令により、調整税（都が徴収する市町村民税法人分、

固定資産税、特別土地保有税）等の収入額の一定割合とされている。 
一方、調整税に係る過誤納還付金は、都の歳出予算として経理されるため、そ

の影響額が交付金の算定上反映されていない。 
また、還付金額が多額に上っており、都財政に深刻な影響を与えているもので

ある。 
 
＜具体的要求内容＞ 

特別区財政調整交付金の原資については、実態に見合ったものとなるよう、調

整税の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするように規定の

整備を行うこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

都区財政調整制度における特別区財政調整交付金について、調整

税の収入額から過誤納還付金を控除した額を交付金の原資とするよ

う、法令の規定を整備すること。 
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参  考 

 
【調整税に係る過誤納還付金の推移】 

年度 過誤納還付額 
 

うち特別区の配分割合 
に相当する額 

１６年度 ２９０億円 １５１億円 

１７年度 ２３１億円 １２０億円 

１８年度 １７５億円  ９１億円 

１９年度 ２１９億円 １２０億円 

２０年度 ３５６億円 １９６億円 

２１年度 ７５９億円 ４１８億円 

２２年度 ２２８億円 １２５億円 

２３年度 ２１１億円 １１６億円 

２４年度 ２１６億円 １１９億円 

２５年度 １６３億円  ９０億円 

２６年度 １６２億円  ８９億円 

２７年度 １８４億円 １０１億円 

２８年度 １２２億円  ６７億円 

２９年度 ２２７億円 １２５億円 

３０年度 １５１億円  ８３億円 

元年度 １６４億円  ９０億円 

２年度見込み ２３５億円 １２９億円 

  ※ 特別区の配分割合：１２～１８年度…５２％、１９～元年度…５５％ 
    令和２年度以降…５５．１％ 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

社会保障・税一体改革については、「持続可能な社会保障制度の確立を図るた

めの改革の推進に関する法律」が成立し、消費税率及び地方消費税率の引上げに

よる税収増分は、子ども・子育て支援や医療・介護の充実に向けた施策の実施な

ど、社会保障の充実・安定化に充てるとされた。また、平成２９年１２月に閣議

決定された「新しい経済政策パッケージ」において、人づくり革命に係る施策に

ついても税率引上げによる財源を活用することとされた。 

同改革による社会保障の充実に要する地方自治体の財源については、税率引上

げによる増収分に加えて、地方交付税による財源保障が行われているが、交付税

不交付団体では、社会保障の充実に必要な財源を、自主財源から捻出しなければ

ならない。その結果、社会保障の充実に係る財源は消費税の引上げと社会保障給

付の重点化・効率化によって確保するという一体改革の意義が希薄化している。 

さらに、引上げと同時に導入された軽減税率制度による減収分についても、財

源が確実に確保されない場合、地方の社会保障財源に影響を与えることになる。 

本来、社会保障のようにあまねく国民が受けるべき施策において、国が新たな

制度を創設し施策を実施していく際に生じる地方の財政負担については、国の責

任で財源を確保すべきであり、財源保障の対象とならない自治体が存在する制度

設計は問題がある。 

今後、高齢者人口の増加に伴う社会保障需要の増加が見込まれるほか、人口構

造の変化に対応した、よりきめ細かな行政サービスの提供も重要となっている。

３ 社会保障の充実など制度創設及び見直しに伴う 

国の責任による確実な財源の確保等 

（１）社会保障の充実に要する経費については、地方交付税による

措置ではなく、国の責任において全ての自治体に対し確実に財

源を確保すること。 

（２）国策による制度の創設や見直しにより、費用や減収が生じる

場合には、国の責任において確実に財源を確保すること。 

（３）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏ま

えたものにするため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（４）地方に対して、既存事業との関係等を明確に示すとともに、

早期の情報提供を行うこと。 
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このような状況を踏まえ、今後の社会保障に係る費用負担の増加や更なる充実に

要する財源については、地方へ負担を転嫁することなく、国の責任において、全

ての自治体に対し確実に財源を確保すべきである。 

その他の施策についても、国策による制度創設や見直しを行う場合は、国は、

早期にその在り方を示すとともに、確実に財源を確保すべきである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）社会保障の充実に要する地方財源については、将来の負担増を見据え、地

方交付税による措置ではなく、国の責任において、全ての自治体に対し確実

に財源を確保すること。 

（２）国策による制度の創設や見直しにより、費用や減収が生じる場合には、国

の責任において確実に財源を確保すること。 

 自治体に対する財源措置に当たっては、全ての自治体へ確実に財源を補塡

する必要があることから、地方交付税による措置ではなく、実際の必要額に

応じた税源移譲や交付金等の創設により財源を措置すること。 

（３）具体的な制度設計等に当たっては、地方の意見を十分に踏まえたものにす

るため、国から地方に対して協議を行うこと。 

（４）地方に対して、既存事業との関係等を明確に示すとともに、早期の情報提

供を行うこと。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）地方揮発油譲与税の譲与制限等、地方交付税の不交付を理由とする財源調

整等の措置を受けている。 

（２）大公使館、領事館の用に供する固定資産等で派遣国の所有に係るものにつ

いては、固定資産税及び都市計画税が非課税とされ、地方自治体はその分の

税収減を余儀なくされている。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方交付税の不交付を理由とする財源調整等を廃止すること。 

① 地方揮発油譲与税の譲与制限 

② 特別法人事業譲与税の譲与制限 

③ 国庫補助金における財政力に応じた調整措置 

（２）大公使館、領事館等に対する非課税措置により減収となっている固定資産

税、都市計画税相当分を補塡すること。 

４ 財政上の不合理な措置の是正 

現在都が受けている、極めて不合理な措置について、地方税財政

制度の抜本的見直しを待つまでもなく、速やかに是正すること。 
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参  考 

（１）財源調整 

① 財源調整の内容 

地 方 揮 発 油 譲 与 税 

（ 地 方 道 路 譲 与 税 ） 

不交付団体に対しては、①前年度交付税算定上の財

源超過額の２／１０、又は②交付団体方式で算定した

額の２／３、のいずれか少ない方の額が控除されてい

る。 

現在、都は②による譲与制限を受けている。  

特 別 法 人 事 業 譲 与 税 

不交付団体に対しては、基準特別法人事業譲与税額

（特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府

県の人口で按分した額）の７５／１００（財源超過額

を上限）が控除される。 

国 有 提 供 施 設 等 所 在 

市 町 村 助 成 交 付 金 

 不交付団体に対しては、交付団体方式で算定した額

の７／１０が控除されている。 

そ の 他 

都が不交付団体であること等を理由として、補助率

に財政力指数の逆数を乗じるなど、補助率の割り落と

し等が行われている。 

※ 平成２１年度から、地方道路税は地方揮発油税に、地方道路譲与税は地方揮発油譲

与税に名称が変更された。ただし、平成２１年度以降も地方道路税として収入され

た額は、地方道路譲与税として譲与される。 

 

② 財源調整額の推移 

（単位：億円） 

区  分 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

地方揮発油譲与税 ４１ ４２ ３７ ３９ ３６ 

地 方 道 路 譲 与 税 ０ ０ ０ ０ ０ 

特別法人事業譲与税 ― ― ― １，４８２ １，２４５ 

国有提供施設等所在 

市町村助成交付金 
０．６ ０．６ ０．７ ０．８ ０．８ 

そ の 他 ０ １２ ９ １３ １０ 

合    計 ４２ ５５ ４７ １，５３５ １，２９２ 

※ 本表の数値は、地方交付税不交付団体であること等を理由として講じられている財

源調整額である。 

※ 令和元年度までは決算ベース、令和２年度及び令和３年度は当初予算ベース。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 現行制度では、地方税収入は、還付金控除前の、いわばグロスの収入額が一般

会計に編入されているが、これには次のような問題がある。 

① 過誤納金等の収入を一般経費の財源としていること。 

② 還付金を一般会計予算に計上して支出するときは、予算上の制約から迅速な

還付に支障が生ずること。 

 一方、国では、①・②の問題に対処するため、昭和２９年度に国税収納金整理

資金制度を創設した。それ以降、国税収入等はいったん歳入歳出外として同整理

資金に受け入れ、そこから還付金等を控除した額を一般会計又は特別会計に組み

入れている。これによって、国税の還付金は、その財源が同整理資金に留保され、

そこから支払われるので、歳出予算に制約されずに支払うことができるようにな

っている。 

 そこで、地方税についても、各地方団体の実状に合わせ、国税と同様の扱いが

できるように、地方税収納金整理資金制度を創設すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地方税収入の経理の合理化と、過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の

円滑化を図るため、国税における国税収納金整理資金制度と同様の制度を創設す

ること。 

 

 

 

５ 地方税収納金整理資金制度の創設 

地方税収納金整理資金制度を創設すること。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

分割基準は、複数の地方自治体に事務所等を持つ法人について、課税標準であ

る所得等を関係自治体間で配分するための基準である。法人が自治体から受ける

行政サービスの対価として税を負担するという応益原則に基づき、法人の事業活

動が行われている地域に税収が正しく帰属するよう、各自治体における事業活動

の規模を適切に反映したものでなければならない。 

一方で国は、法人事業税の分割基準について、これまで幾度にもわたり、社会

経済情勢の変化等を名目としつつも、実質的には財政調整を目的とする都市部に

不利益な改正を行っており、現在の基準は法人の事業活動の規模を適切に反映し

たものとなっていない。 

分割基準を財政調整の手段として用いることは、行政サービスの受益と事業活

動との対応関係を歪め、基準そのものに対する信頼を失わせるものであり、こう

した不合理な改正を行うべきではない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）法人事業税の分割基準を、従業者数など法人の都道府県ごとの事業活動の

規模を適切に反映したものとすること。 

（２）地方自治体間の財政調整の手段として、地方法人課税の分割基準の見直し

を行うなど、税制の姿を歪める不合理な改正は行わないこと。 

６ 地方法人課税の分割基準の適正化 

（１）大都市にとって不利益となっている分割基準の適正化を図る

こと。 

（２）地方法人課税の分割基準の不合理な見直しを行わないこと。 
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参  考 

 

【不合理な法人事業税分割基準改正の推移】 

区 分 

 
昭和37年度 

改正前 昭和37年度 昭和45年度 平成元年度 平成17年度 現行 

製造業 従業者数 資本金１億円 

以上の法人 

本社従業者数 

は1/2 

 資本金１億円 

以上の法人 

工場従業者数 

は1.5倍 

本社従業者数の

1/2措置を廃止 

従業者数 

資本金１億円 

以上の法人 

工場従業者数 

は1.5倍 

銀行業 

保険業 

1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

 資本金１億円 

以上の法人 

本社従業者数は 

1/2 

 同上 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

証券業 従業者数  同上 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

同上 1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

サービス 

産業等 

※ 

従業者数  同上  1/2を事務所数、

1/2を従業者数 

本社従業者数の 

1/2措置を廃止 

1/2を事務所数、 

1/2を従業者数 

※電気・ガス供給業、倉庫業、鉄道業・軌道業を除く。 

 

【不合理な法人事業税分割基準の改正による都の減収額の推移】 

                                                   (単位：億円) 

年 度 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 

減収額 1,038 1,297 1,405 1,779 1,859 1,731 1,856 2,022 1,926 1,613 

(注)令和２年度は補正後予算ベース、３年度は当初予算ベース。 
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７ 社会保障・税番号制度の拡充等 
（提案要求先 内閣府・文部科学省） 

（都所管局 デジタルサービス局・生活文化局） 

 
＜現状・課題＞ 

社会保障・税番号制度（以下「マイナンバー制度」という。）を定める行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。以下「法」という。）等の番号関連４法案が平成２５年５月３１日

に公布され、平成２８年１月からマイナンバーの利用が開始された。また、平成

２９年７月からの情報連携の試行運用期間を経て、同年１１月からは本格運用が

実施されている。 
マイナンバー制度については、国民の認知や理解が深まらなければ、普及・定

着が進まない。国民が適切に「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」を取

り扱えるよう、制度の概要、メリット等に加え、注意すべき事項等についても、

引き続き、分かりやすい周知・広報を行う必要がある。   
また、都及び都内区市町村においては、マイナンバー制度の安全かつ適切な運

用のための準備を進めてきたが、セキュリティ対策の実施や、対象事務の見直し

に伴う仕様変更等、大きな費用負担が生じてきた。今後も、制度の運用を進めて

いく中で、状況に応じたセキュリティの強化、連携する情報の見直しや制度拡大

に伴う事務の追加等が継続的に生じるものと考えられる。これらに伴い、システ

ムにおける対応作業及び改修が必要となることから、費用負担が継続的に生じる

見込みである。 
さらに、マイナンバー制度の導入準備を進める中で、行政の効率化等を図るた

めに事務を移譲した法人においてマイナンバー制度を利用できない等の個別課題

が生じている。 
マイナンバー制度の円滑な導入や広範な普及を促進し、制度の基本理念である

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るためには、地域の実情や個別課

題に応じた措置を講じる必要がある。 

（１）マイナンバー制度については、国民の認知や理解が深まるよ

う、引き続き分かりやすい周知・広報を行うこと。 

（２）制度の安全かつ適切な運用に当たり、対象事務の見直しや、

システム及びネットワークの改修等や維持管理に要する経費に

ついては原則として国が負担し、地方に新たな経費負担が生じ

ることのないよう財政措置を講じること。 

（３）行政運営の効率化等を図るため、制度の運用に当たり、地域

の実情や個別課題に応じた必要な措置を講じること。 
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 具体的には、授業料等の保護者負担軽減事務において、法の直接適用を受ける

就学支援金はマイナンバー制度を利用することができるが、都の補助を受けて公

益財団法人東京都私学財団が実施する奨学給付金及び特別奨学金は利用対象外と

なっており、提出書類の簡素化につながらない。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）国民が適切に「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」を取り扱える

よう、その概要、メリット、安全性や信頼性等に加え、注意すべき事項等に

ついても、引き続き、分かりやすい周知・広報を行うこと。 
（２）制度の安全かつ適切な運用に当たり、対象事務の見直しや、システム及び

ネットワークの改修等や維持管理に要する経費については原則として国が負

担し、地方に新たな経費負担が生じることのないよう財政措置を講じること。 
（３）都における行政運営の効率化や行政サービスの向上を図るため、都の補助

を受けて公益財団法人が実施する事務についてもマイナンバー制度を利用

可能とするなど、制度の運用に当たり、地域の実情や個別課題に応じた必要

な措置を講じること。 
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（提案要求先 総務省・財務省） 

（都所管局 主税局・総務局・財務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 「ふるさと納税」は、個人がふるさとやお世話になった地方自治体を応援する

仕組みとして平成２０年度に創設され、都道府県や市区町村に寄附をした場合、

二千円を超える部分について、一定の上限まで、所得税及び住民税から全額が控

除される制度となっている。 

 「ふるさと納税」による寄附は、地域の活性化に資する面もある一方で、より

多くの寄附金を集めるために返礼品競争が続いているなど、寄附本来の趣旨を促

す制度となっていない。 

 また、居住地ではない地方自治体への寄附により、自らが居住する地方自治体

の住民税から控除を受ける「ふるさと納税」は、受益と負担という地方税の原則

に照らしても適当ではない。加えて、所得に応じて控除額の上限も高くなる仕組

みとなっているため、返礼品と相まって、高所得者ほど「ふるさと納税」を事実

上の節税対策として活用することが可能であり、公平性の観点からも問題がある。 

 さらに、平成２７年度税制改正で創設された「ワンストップ特例」は、国税で

ある所得税から控除すべき税額について、居住地の地方自治体の住民税から控除

する制度であり、税収減については地方交付税により補填されるが、地方交付税

による減収補填を受けられない不交付団体は、本来、国が負担すべき税収減が転

嫁されている問題もある。 

 こうした中、国は、令和元年度税制改正において、返礼品について、返礼割合

３割以下の地場産品に限るなど一定の見直しを行ったが、様々な問題点は解消さ

れていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「ふるさと納税」について、寄附本来の趣旨等を踏まえた見直しを行うこ

と。 

（２）「ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体の税収減分については、全て

の地方自治体に財源を措置すること。 

 

８ 「ふるさと納税」制度の見直し 

（１）「ふるさと納税」について、寄附本来の趣旨等を踏まえた見直

しを行うこと。 

（２）「ワンストップ特例」制度に伴う地方自治体の税収減分につい

ては、全ての地方自治体に財源を措置すること。 
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参  考 

 

【東京都におけるふるさと納税の影響額】 

（単位：人、百万円） 

年度 適用者数 控除額 
 

うち都民税分 うち区市町村民税分 

平成２８年度 ２７０，２７３ ２６，３１５ １０，５２２ １５，７９２ 

平成２９年度 ４８９，１３１ ４７，５８０ １９，０２１ ２８，５５９ 

平成３０年度 ６４１，１６４ ６４，９４８ ２５，９７３ ３８，９７５ 

令和元年度 ８４３，９６８ ８７，２８８ ３４，９０６ ５２，３８２ 

令和２年度 ８４３，６１０ ８５，９２６ ３４，３６１ ５１，５６５ 

（総務省「ふるさと納税（寄附）に係る寄附金税額控除の適用状況について」より） 

※令和２年度は総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」より作成 

 

（注）寄附金控除の申告があった寄附金の集計。 

（注）控除額については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない

場合がある。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 デジタルサービス局） 

 

＜現状・課題＞ 

国では平成２７年６月に発生した日本年金機構における個人情報流出事案を

受け、同年１２月に、都道府県に対し、自らの情報セキュリティ対策の充実とと

もに、自治体情報セキュリティクラウドの構築をはじめ、都道府県内区市町村に

おける必要な情報セキュリティ水準の確保のための支援について要請している。 

 都及び区市町村はそれぞれのセキュリティポリシーに基づき対策を講じてお

り、現状では、都が一律にセキュリティ対策を実施する権限を有していない。こ

のような状況の中、国の要請を受け、自治体情報セキュリティクラウドを構築し、

平成２９年度から運用を行っている。  

国は、この自治体情報セキュリティクラウドについて、更新の時期を迎えるこ

と、また、社会情勢やＩＴ技術の進歩等に伴う新たな脅威に対応する必要がある

ことから、令和２年８月１８日に「次期自治体情報セキュリティクラウドの標準

要件について」を示した。 

しかしながら、国が示した標準要件については、現行システムとは異なる部分

（原則クラウドサービスからの調達、新たな脅威や現行課題への対応による機能

要件の追加等）が多く、更新のために必要となる経費に加え、後年度経費につい

ても大きな負担が発生するものである。 

ついては、これらの経費に対して、地方交付税の不交付団体や特別区を含め、

全団体に対し、必要な財源を措置することが不可欠である。また、自治体情報セ

キュリティクラウドを適切に運用していくためには、国、都道府県及び区市町村

の役割分担や権限を明確にすることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都道府県と区市町村が協力して高度なセキュリティ対策を講じる自治体情報

セキュリティクラウドの見直し時の費用負担及び後年度負担に対し、国は地方交

付税の不交付団体や特別区を含め、取りまとめを行う都道府県や参画する区市町

村の実情に合わせた必要な財源を確実に措置するとともに、国、都道府県、区市

町村の役割分担及び権限を明確に規定すること。 

９ 自治体情報セキュリティクラウドの推進 

都道府県と区市町村が協力して高度なセキュリティ対策を講じる

自治体情報セキュリティクラウドの見直し時の費用負担及び後年度

負担に対し、必要な財源を確実に措置すること。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

「働き方改革」は、国全体の最重要課題の一つであり、女性、男性、高齢者、

障害や難病のある方など、誰もが活躍できる、一人ひとりのライフスタイルに応

じた働き方を実現することが急務である。 

そのためには、「働き方改革」の旗振り役である行政組織自体の働き方改革に

率先して取り組み、民間企業も巻き込んだ大きなムーブメントにつなげていく必

要がある。 

一方、地方公務員の勤務条件は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

等を踏まえて条例で定めることとされているが、公務職場では、民間企業に比べ

て柔軟かつ多様な働き方が法令上制約されている状況にある。労働基準法（昭和

２２年法律第４９号）では、「１年単位の変形労働時間制」が規定されているが、

地方公務員には適用除外とされており、公務員の柔軟な働き方を検討する上での

制約となっている。 

都はこれまで、現行の法令の枠内で可能な限り、柔軟で多様な勤務時間制度に

ついて試行を重ね、平成３０年４月からは「フレックスタイム制」も本格導入し

たが、多岐に及ぶ公務の実態や職員の働き方のニーズに応えるには、働き方の選

択肢を更に拡大する必要があり、法令の枠内の手法では不十分であると認識して

いる。 

今後、「働き方改革」を更に加速していくため、地方公務員自らが、生活と仕

事の両方を大切にする「ライフ・ワーク・バランス」を実現し、職員一人ひとり

の力を１００パーセント引き出すことが出来る仕組みを整備していく必要があ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

公務員の柔軟かつ多様な働き方を実現するため、民間企業に導入可能な「１年

単位の変形労働時間制」について、公務職場においても、公務運営を確保しつつ

活用が可能となるよう、地方公務員法の改正等を行うこと。 

 

１０ 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力

化【最重点】 

 多様な公務の現場において、その特質を踏まえた働き方改革を加速

するため、民間企業に導入可能な「１年単位の変形労働時間制」を地

方公務員にも活用できるよう、地方公務員法の改正等を行うこと。 
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参  考 

 

○ 「１年単位の変形労働時間制」等の導入 関係法令 

 ① 労働基準法 

  （労働時間） 

第三十二条の四 （抜粋） 

  使用者は、…（略）…第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二

号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四

十時間を超えない範囲内において、…（略）…労働させることができる。  

 

二  対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超え

ない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間

に限るものとする。（略）） 

 

 ② 地方公務員法 

（他の法律の適用除外等） 

第五十八条 （抜粋） 

３  労働基準法第二条、…（略）…第三十二条の三から第三十二条の五まで

…（略）…の規定は、職員に関して適用しない。 

 

○ 「１年単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」の制度概要 

 ① 「１年単位の変形労働時間制」 

   １年単位の変形労働時間制は休日の増加による労働者のゆとりの創造、時

間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、１か月を超

え、１年以内の期間を平均して１週間当たりの労働時間が４０時間を超えな

いことを条件として業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度 

 

 ② 「フレックスタイム制」 

   職員の正規の勤務時間を、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき

１週間当たり３８時間４５分とした上で、公務の運営に支障がないと認めら

れる範囲で、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の

勤務時間を割り振ることができる制度 
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１１ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）環境のセ

キュリティ確保 
（提案要求先 総務省） 

（都所管局 デジタルサービス局） 

 
＜現状・課題＞ 

国は平成２７年６月に発生した日本年金機構における個人情報流失事案の発

生及び社会保障・税番号制度（以下「マイナンバー制度」という。）の本格運用を

踏まえ、同年１２月に都道府県に対し「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜

本的強化」を要請しており、その中で、マイナンバー制度による情報連携に活用

されるＬＧＷＡＮ環境のセキュリティ確保のため、ＬＧＷＡＮ接続系とインター

ネット接続系を分割することを求めているが、その実施に必要な経費について、

補助対象は区市町村のみとなっている。 

このような状況の中で、国の要請を踏まえ、都においても、庁内ネットワーク

の、ＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系の分割を実施しているが、本措置

に係る庁内ネットワークシステムの構築及び本システムの維持管理には従来以上

に多大な負担が発生している。 

ついては、国が求めるＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系の分割に係る

経費について、必要な財源を措置することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

国が求めるＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系の分割に係る経費につ

いて、都道府県に対して必要な財源の措置を講じること。 

ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）接続系とインターネット接

続系の分割について、必要な財源を措置すること。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・厚生労働省） 

（都所管局 財務局・総務局・福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を受け、都においては、不要不急の

外出自粛要請や飲食店等への営業時間短縮要請、休業要請などの取組を速やかに

展開するとともに、必要な財政措置などを積極的に講じ、感染拡大の防止などに

取り組んでいる。 

こうした地方の取組に対し、国は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」などによる支

援を講じている。 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響は、国民生活だけでなく企業活動にも

大きな影響を与えており、地域医療の体制強化や中小企業の資金繰り対策、「新

しい生活様式」の普及・実践に向けた対応、休業・時短の要請を受けた事業者へ

の支援など、取り組まなければならない分野は広範囲に及んでいる。さらに、変

異ウイルスの確認や急速な感染拡大、重症例の増加などが見られ、クラスターの

発生場所も多様化するなど、新型コロナウイルスの感染は従来とは異なる局面に

入ったと考えられる。他の感染症の事例では国際機関の終息宣言までには複数年

を要する事例もあることを踏まえれば、新型コロナウイルスの影響も長期化を余

儀なくされることが想定される。 

そのため、自治体は、医療、教育、経済などの多岐にわたる分野において、地

域の実情に即した実効性の高い取組を迅速かつ継続的に実施し、感染拡大の防止

と経済社会活動との両立を図っていく必要がある。 

加えて、自治体は、これまで担ってきた行政活動の維持はもとより、人口減少

や高齢化の更なる進展といった今後の社会構造の変化への対応や、大規模災害へ

１２ 新型コロナウイルス感染症に伴う地方の財政

運営に対する確実な支援【最重点】 

（１）「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」や「新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の更なる継続・

拡充をはじめとして、全ての自治体に対し、確実かつ十分な規

模の財政支援を講じること。 

（２）財政支援に当たっては、財政力指数等を用いることなく、各

自治体の行政需要を適切に反映した支援とすること。 

（３）全ての自治体が安定的に必要な資金を確保できるよう、必要

な対策を講じること。 
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の備え、国際社会との競争に打ち勝つための成長力の向上などにも引き続き取り

組むとともに、コロナ禍で浮き彫りになった課題へ対応する必要があり、その財

政需要は膨大なものとなっている。一方で、新型コロナウイルス感染症が国内経

済にも大きな影響を及ぼしていることにより、地方税収入は大幅に減少する見込

みであり、地方財政を取り巻く環境は一層厳しくなっている。 

この難局を乗り越えるためには、各自治体が個別に対策を行うだけでは限界が

あり、全国共通の枠組みで都道府県一丸となって感染症対策に取り組むことが不

可欠である。また、休業要請等に伴う協力金の支給は、国の基準に基づき実施さ

れることから、国は、全面的に各自治体に対して財政支援をすべきである。加え

て、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の増加や税収減にも対応できる

よう、国において、令和３年度も予備費の活用や補正予算の編成など、地方創生

臨時交付金や緊急包括支援交付金の更なる継続・拡充をはじめとして、全ての自

治体に対して十分かつ確実な財政支援を講じるとともに、資金確保に必要な対策

を講じることで、地方の持続可能な財政運営を支援することが不可欠である。 

特に東京は、全国で累計感染者数が最も多く、医療機関に対する空床確保料の

補助など、医療提供体制の確保への支援が必要である。加えて、営業時間短縮要

請の影響を受ける事業者数が多いことから、感染拡大防止協力金の支給規模が膨

大であるなど、新型コロナウイルス感染症対策に係る都の財政需要は大きい。ま

た、国際社会における都市の重要性が高まる中、東京は世界から人が集まり、日

本各地とをつなぐ結節点として、我が国の経済活動の中心を担っている。新型コ

ロナウイルス感染症を乗り越え、日本経済全体の復活への道筋を確かなものとす

るためには、首都東京での感染拡大を確実に食い止め、東京の経済をしっかりと

下支えすることが極めて重要であり、財政力指数等による割落としなどを用いな

い、東京の実情を踏まえた支援が不可欠である。 

  また、大規模施設等協力金について、都道府県が独自に休業要請等の上乗せ措

置を要請し、これに応じた事業者に国の仕組みに基づき協力金を支払う場合には、

協力要請推進枠の国庫負担割合が６割となっているが、緊急事態措置やまん延防

止等重点措置の実効性を担保するためにも、国として全面的な財政措置を行うべ

きである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金など、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の収束とその後の感染抑止に向けた取組や、感染拡大により落ち

込んだ地域経済の回復・活性化を促す取組には、息の長い施策を講じる必要

があるため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援交付金の更なる継続・拡充をはじめとして、

全ての自治体に対し、確実かつ十分な規模の財政支援を講じること。 

また、即時対応特定経費交付金の交付要件緩和や期限撤廃など、都道府県

の財政負担が生じないよう国として全面的な財政措置を行うこと。 

加えて、大規模施設等協力金について、都道府県が独自に休業要請等の上

乗せ措置を要請し、これに応じた事業者に協力金を支払う場合にも、飲食店

等に対する規模別協力金と同様のスキームにより財源を措置すること。 

（２）財政支援に当たっては、財政力指数等による割落としなどを用いることな
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く、各自治体の感染状況や地域経済への影響などに伴う行政需要を適切に反

映した支援とすること。 

（３）全ての自治体が安定的に必要な資金を確保し、持続可能な財政運営が行え

るよう、各種財政制度における所要の措置も含め、必要な対策を講じること。 

 

参  考 

 

大規模施設等協力金の制度変更に伴う影響額（令和３年５月１２日～６月２０日） 

区分 国庫の割合 国負担額 都負担額 

制度変更前 ９９％ １，６３５億円 １７億円 

制度変更後 一部６０％(※)  １，０９４億円 ５５８億円 

差引影響額 △５４１億円 ＋５４１億円 

※ 令和３年５月１２日～６月２０日における休業要請の上乗せ部分は国庫負担６０％ 
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１３ ベース・レジストリの整備・オープンデータの

利活用の推進 
（提案要求先 内閣官房） 

（都所管局 デジタルサービス局） 

 
＜現状・課題＞ 
 行政手続のデジタル化によるワンスオンリーやスマートシティの実現に向けて

は、人・法人・土地・建物・資格等、社会の基本データとなるベース・レジスト

リの整備が必須である。また、正確性・最新性を備えたそうした基本データが整

備されなければ、データ収集やシステム間連携にコストと時間がかかり、行政手

続のオンライン化のみならず新たなビジネスの立ち上げのスピードなどに大きく

影響する。激化する国際競争・都市間競争に打ち勝つためにも、国による強力な

整備の推進が極めて重要である。 
また、国では、地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進

するため、地方公共団体が最低限公開することが望ましい（推奨）データセット

及びフォーマット標準例を公開し、地方公共団体オープンデータ推進ガイドライ

ンなどにより、地方公共団体に通知するとともに、「官民データ活用推進基本法」

により、地方公共団体だけではなく民間事業者に対しても、国又は地方公共団体

の官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとした。しかし

ながら、各地方公共団体等において公開しているオープンデータでは、住所情報

等の表記が異なるもの（本来「一丁目 1 番地」と表記すべきものが「1 丁目 1 番

地」や「１－１」となっているものなど）があるなど、フォーマット標準等に従

っていないものも多くある。このため、収集したデータを加工する必要があるな

ど、オープンデータの活用が十分に進んでいない。 
 

＜具体的要求内容＞ 
（１）国や地方公共団体のみならず、民間を含めたシステム間連携が円滑に進む

よう、国が中心となり、行政が保有する社会基盤データ（ベース・レジスト

リ）の整備を強力に進めていくとともに、その普及に向けた取組を推進する

こと。 
（２）行政のデジタル化のみならず、社会全体のデジタルシフトを推進していく

ため、オープンデータが、ユーザー視点に立ち利用しやすいものとなるよう、

引き続き、（推奨）データセット及びフォーマットの標準化を推進するととも

に、地方公共団体や民間事業者等による利活用の推進に努めること。 
あわせて、オープンデータ化の取組がより一層推進されるよう、地方公共

団体オープンデータ推進ガイドラインに関する研修会等を開催するなど、引

き続き、地方公共団体職員に対する啓発支援を行うこと。 

ベース・レジストリの整備を推進するとともに、ユーザー視点に

立ち、地方公共団体や民間事業者等にとって使いやすいオープンデ

ータとなるよう、データの標準化と利活用の推進に努めること。 
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１４ パブリッククラウドの利用ガイドラインの提

示 
（提案要求先 総務省） 

（都所管局 デジタルサービス局） 

 
＜現状・課題＞ 

国は「デジタル・ガバメント実行計画」（平成３０年１月策定）において、情

報システムを整備する際には、クラウドの利用を第一候補とする「クラウド・バ

イ・デフォルト」の原則を掲げており、政府の情報システムにおいて、パブリッ

ククラウドの利用に取り組んでいるが、地方公共団体に対して、具体的な利用の

ガイドライン等は示されていない。地方公共団体がパブリッククラウドを利用す

るに当たり、調達時に安全な事業者を見分ける評価手法や利用形態に合わせた柔

軟な契約方法、安全な利用の在り方などが課題となっている。 
 

＜具体的要求内容＞ 
地方公共団体のＳａａＳ等を含めパブリッククラウドの利用促進の観点から、

地方公共団体の情報基盤において、パブリッククラウドを効率的かつ安全に利用

できるように、利用に当たっての課題を解決する具体的なガイドライン等を提示

すること。 

地方公共団体の情報基盤において、パブリッククラウドを効率的

かつ安全に利用できるように具体的な利用ガイドライン等を提示す

ること。 
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１５ 行政手続のデジタル化に向けた財政措置等 
（提案要求先 総務省） 

（都所管局 デジタルサービス局・総務局・財務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 

行政手続のデジタル化に当たっては、個々の手続をオンライン化するだけでは

なく、一度出した情報は二度提出することを不要とする「ワンスオンリー」や、

複数の手続・サービスを一つにまとめる「ワンストップ」の取組を同時に進めて

いく必要があり、そのためには、地方公共団体間のデータ連携の円滑化などシス

テム連携の強化やシステムの共同利用の推進が求められる。こうした取組は、住

民サービスの向上のみならず、業務の効率化や行政保有情報の統一的なオープン

データ化にもつながるものである。 

 地方公共団体が共同で利用できるシステムとしては、経済産業省が提供する「補

助金申請システム（Ｊグランツ）」などがあり、今後、国においてこのような共通

基盤システムを構築する場合、設計段階から地方公共団体の意見を十分に聞く機

会を設けるとともに、構築後も各地方公共団体が必要に応じて追加機能を利用で

きるよう、国費により随時システムのアップデートを行うべきである。 

また、国は、昨年１２月に策定した「自治体ＤＸ推進計画」において、地方公

共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に向け、住民記録、地方税、福祉

など基幹系１７システムに関する標準仕様を今後策定し、さらに、この標準仕様

に基づく情報システムの利用を地方公共団体に義務づけるなどの地方公共団体の

情報システムの標準化・共通化を実効的に推進するための法律案を、２０２１年

通常国会に提出している。 

あわせて、国は、国が整備する共通的な基盤を提供する複数のクラウドサービ

スの利用環境(「(仮称)Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ」)へのシステム移行経費等について、

（１）全国統一的なシステムの構築に当たっては、各地方公共団体

の意見を十分集約し、利用しやすいシステムとすること。 

（２）「デジタル基盤改革支援基金」による地方公共団体への財政支

援に当たっては、地方交付税不交付団体も含め、必要な財源を

措置すること。 

（３）地方の先進的なデジタル化の取組について、各地方公共団体

の判断で柔軟に活用できる自由度の高い交付金制度を創設する

こと。 

（４）行政手続で G ビズ ID を一層活用できるよう、企業・団体等

の事業所に付番する仕組みを国の責任で構築すること。 

- 46 -



 

地方公共団体情報システム機構に「デジタル基盤改革支援基金」を設け、当該基

金を通じて地方公共団体に対し、財政支援を行うこととしている。本基金による

財政支援の詳細はまだ明らかにされていないが、地方公共団体ごとの取組に差が

生じることがないよう、地方交付税の不交付団体も含め、必要な財源を確実に措

置される仕組みとするべきである。 

 さらに、標準化の対象として国が指定するシステム以外にも、各地域の実情を

踏まえ特定圏域の地方公共団体間で先行して標準化の取組を進めることも考えら

れる。こうした地方公共団体による先進的なデジタル化の取組は、将来的な横展

開や全国標準への採用が見込まれる点で、波及効果が大きいと言える。 

 新型コロナウイルス感染症対策の影響で各地方公共団体の財政がひっ迫してい

る中、先進的なデジタル化の取組が各地域で活発になされるよう、国が積極的に

後押しするべきであり、その場合の財政措置は、各地方公共団体の自主性が十分

確保される形となることが望ましい。 

 加えて、法人に付番するＩＤとしては、ＧビズＩＤが設けられているが、法人

の事業所ごとに付番するＩＤがないため、事業所単位で申請・交付等が必要な行

政手続においても、法人ＩＤを利用する必要があるため、利用者にとっては手続

に手間がかかり使いにくいものとなっている。 

 

＜具体的要望内容＞ 

（１）全国統一的なシステムの構築に当たっては、各地方公共団体の意見を十分

集約した上で、各地方公共団体が利用しやすいシステムとするとともに、国

費において随時機能の改善を行うこと。 

（２）「デジタル基盤改革支援基金」による地方公共団体への財政支援に当たって

は、地方交付税不交付団体も含め、必要な財源を確実に措置すること。 

（３）地方独自の先進的なデジタル化の取組について、各地方公共団体の判断で

柔軟に活用できる自由度の高い交付金制度を創設すること。 

（４）行政手続でＧビズＩＤを一層活用できるよう、企業・団体等の事業所に付

番する仕組みを国の責任で構築すること。 
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１ ＩＣＴを活用した国税・地方税間の情報連携の更なる推進 

（提案要求先 総務省・国税庁） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

地方自治体における税務事務の現場では、国や他の地方自治体との情報連携を

紙媒体で行っている場面が多数あり、閲覧作業や紙媒体から税務事務システムへ

の入力作業など、様々な事務負担が発生している。また、事業者にとって、地方

自治体ごとに異なる書式・様式による税務手続きが、大きな負担となっている。

この状況を解消するためには、ＩＣＴを活用して情報連携を進めていくことが必

要である。 

こうした認識のもと、都では、バックオフィス連携（国、地方自治体等とのデ

ジタル化されたデータ連携）の実現を含む２０３０年の税務行政の将来像を示し

た「主税局ビジョン２０３０」を策定した。 

しかし、例えば、紙媒体での情報連携時に使用している各地方自治体等の様式

・帳票については、項目の名称や順番などレイアウトがそれぞれ異なっており、

そのままデータ形式に変換した場合、全国的に標準化されていないため、情報連

携を円滑に実施することが困難である。 

「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」では、地方自治体の情報システム

について、国の主導的な支援の下で標準化等を進めることとされており、総務省

が主体となり、「税務システム等標準化検討会」が開催されている。情報連携を

推進していくためには、税務システムの標準仕様書により、様式・帳票の標準化

を進めるとともに、バックオフィス連携を前提とした機能等を各地方自治体のシ

ステムに実装する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

ＩＣＴを活用した国税・地方税間の情報連携を更に推進するため、各地方自治

体の状況を踏まえた上で、法整備をはじめとした環境整備を行うこと。

１６ 税務行政におけるデジタル化推進 

ＩＣＴを活用した国税・地方税間の情報連携を更に推進するた

め、各地方自治体の状況を踏まえた上で、環境整備を行うこと。 
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参  考 

 

地方自治体のデジタル化の推進 

 

【「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変更につ

いて（令和２年７月１７日閣議決定）より抜粋」】 

第１部世界最先端デジタル国家創造宣言 

I. 新型コロナウイルス感染拡大の阻止、デジタル強靱化社会の実現 

７社会基盤の整備 

（１）デジタル・ガバメント 

   （前略）事業者が地方公共団体に対して行う手続については、事業者が地

方公共団体の区域をまたがる活動を行う特性を有しており、地方公共団体

ごとに書式、様式等が異なることが大きな負担となっている。このため、

法令所管府省は、地方公共団体ごとに異なる申請項目やデータ等の標準化

を行うことを前提に、内閣官房、規制改革推進会議等と連携して、地方公

共団体と事業者との手続のオンライン化を抜本的に推し進めるためのプラ

ットフォームを国が統一的に整備することについて検討を進める。（後略） 

 

 

【「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月１７日）より抜粋】 

第３章「新たな日常」の実現 

１．「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその

環境整備 （デジタルニューディール） 

（１）次世代型行政サービスの強力な推進 ― デジタル・ガバメントの断行 

  ③国・地方を通じたデジタル基盤の標準化の加速 

    国・地方を通じたデジタル基盤の統一・標準化を早急に推進するため、

地方制度調査会の答申を踏まえ、法制上の措置を講じた上で、財源面を含

め国が主導的な支援を行う。地方自治体の基幹系業務システムの統一・標

準化について関係府省庁は内閣官房の下この１年間で集中的に取組を進め

る。年内に標準を設ける対象事務の特定と工程化を行う。  

行政手続のオンライン化、ワンストップ・ワンスオンリー化を抜本的に

進める。関係府省庁は、今般の感染症対応における各種支援策のオンライ

ンによる申請・支給状況を点検し、原則として対面や押印の不要化、申請

書類の可能な限りの縮減、法人データ連携基盤（Ｇビズコネクト）による

情報連携等を加速する。特に、雇用調整助成金、運転免許証に係る運転可

能期間の延長等について、電子申請等による手続の簡素化・迅速化の一層

の促進に取り組む。建設業許可の電子申請化など関係手続のリモート化を

進める。 
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【「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）より抜 

粋】 

４ デジタル・ガバメント実現のための基盤の整理 

４．８行政保有データのオープン化、行政データ連携の推進 

４．８．７ 行政データ連携の推進 

多様なサービスやデータを円滑に連携させ、高度かつ便利なサービスを実現

するためには、連携データやＡＰＩの仕様を標準化するとともに、それぞれの

情報システム等で保持しているデータを常に適切な品質に維持し、相互運用性

を高めることが必要である。 

行政による個人や企業等の社会経済活動に必須となるサービスの提供や、統

計などの社会の基礎データの収集及び提供は、社会における情報の流れの基盤

として機能しているため、行政分野における標準化の取組は一層重要なものと

なる。行政分野におけるサービスやデータの標準化を推進することは、行政の

みならず、民間事業者等における業務の効率化やデータ活用を促進すると考え

られる。また、標準化された行政データを積極的にオープンデータとして公開

することは、官民を通じた幅広いデータ連携やサービスの向上にも資する。 

こうした背景を踏まえ、以下の取組を進めることによって、行政サービス及

び行政データ連携の標準の整備及び活用を推進する。推進に当たっては、民間

との連携を行うとともに、諸外国の標準等とも整合性を確保し、国際的なデー

タ連携も可能とする。 

なお、行政サービス及び行政データの標準への、各情報システムにおける整

備、活用等の対応を進めるに当たっては、設計段階からデータ連携やオープン

データ等による活用を想定することが重要である。既に整備されている情報シ

ステムや機能について個別に標準化への対応を行う場合、改修費用の負担や、

そもそものデータ収集方法の問題等によって、対応可能な範囲に限界が存在す

ることが少なくない。情報システムの整備の機会を捉え、設計段階から適切な

アーキテクチャ及びデータ構造やデータ収集・管理方法となるよう、対応を行

っていく必要がある。 
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２ 地方税の電子申告・電子納税の利用拡大及び利便性向上 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

地方自治体は、社会構造の変化に対応していくため、行政のデジタル化を実現

することが喫緊の課題となっており、都においても「主税局ビジョン２０３０」

を策定し、税務手続のデジタル化を推進している。 

税務手続のうち、地方税の電子申告・電子納税については、地方税共同機構が

運営する「地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）」を利用して

一元的に行われている。 

電子申告は、納税者の利便性を向上させるとともに税務事務の効率化に寄与す

るものであり、都においても、平成１７年８月から、順次利用可能な税目を増や

してきたが、一部の税目ではいまだに利用率が低い状況となっている。 

こうした中、法人二税の電子申告については、平成３０年度税制改正により、

大法人の電子申告が義務化され、中小法人に対しても、規制改革推進会議の「行

政手続部会取りまとめ」において電子申告利用率７０％以上（将来的には１００

％）の数値目標が設定されるなど、普及促進活動を推進し利用拡大を図ることが

求められている。 

また、電子納税については、令和元年１０月から、複数の地方公共団体への納

税を一度の手続で可能とする地方税共通納税システムが導入された。これにより、

法人事業税・法人住民税、個人住民税（給与所得・退職所得に係る特別徴収）、

事業所税のキャッシュレス納税が可能となった。更に令和３年１０月１日から個

人住民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割においても、電子申告・電子納税

が導入され、納税者、金融機関及び各地方自治体等の事務負担の軽減が期待され

る。 

現在、対象税目は申告税目が中心であるが、納税者の利便性を一層高めていく

ためには、賦課税目にも対象を拡大していくことが重要であり、令和３年度税制

改正では、地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画

税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割が追加された。しかし、賦課税目では、

地方自治体が税額や納期、納付場所などを記載した納税通知書等を納税者に送る

必要がある。そこで、納税者の納付手続まで一貫して電子的に完結させるために

（１）地方税の電子申告等の利用拡大に向けた継続的な普及促進活

動を行うこと。 

（２）賦課税目における納税通知書等の電子化に向け、早期に環境

整備を行うこと。また、利便性向上に向けたシステム改修経費に

ついて、必要な財源措置を全ての地方自治体に対して講じるこ

と。 
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は、納税通知書等の電子化に向けた制度の整備や、ｅＬＴＡＸ及びマイナポータ

ルなどシステム環境の整備が不可欠である。また、電子化に伴い地方自治体の税

務事務システムは大規模に改修していくこととなるため、全ての地方自治体に対

して財源措置が必要となる。 

 

＜具体的要求内容＞  

（１）地方税の電子申告等の利用拡大に向けた継続的な普及促進活動を行うこと。 

（２）賦課税目における納税通知書等の電子化に向け、早期に環境整備を行うこ

と。また、利便性向上に向けたシステム改修経費について、必要な財源措置

を全ての地方自治体に対して講じること。 
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参  考 

 

【地方税分野における「「行政手続コスト」削減のための基本計画」（平成３１

年３月末改定 総務省より抜粋）】 

２ 削減方策（コスト削減の取組内容及びスケジュール） 

（１） 大法人の法人住民税・法人事業税の申告について、電子申告（ｅＬ

ＴＡＸ）の利用率１００％ 

 今後は、大法人の法人住民税・法人事業税のｅＬＴＡＸ利用率１０

０％という目標達成に向け、地方団体の協力を得つつ、電子申告が義

務化されることに加え、こうした環境整備・利便性向上に関する取組

についても引き続き周知を図る。 

（２） 中小法人の法人住民税・法人事業税の申告について、電子申告（ｅ

ＬＴＡＸ）の利用率７０％以上。なお、将来的に電子申告の義務化が

実現されることを前提として、電子申告（ｅＬＴＡＸ）の利用率１０

０％ 

      中小法人の法人住民税・法人事業税のｅＬＴＡＸの利用率７０％以

上という目標達成に向け、こうした環境整備・利便性の向上の周知も

図りながら、利用勧奨や広報・周知等、ｅＬＴＡＸの普及に向けた取

組を一層進める。 

 

【都における電子申告の利用率の状況（令和元年度）】 

  法人二税７１．６％、固定資産税(償却資産)５０．６％、事業所税２５．１％ 

 

【「行政手続部会取りまとめ～行政手続コストの削減に向けて～」（平成２９年

３月２９日 内閣府 規制改革推進会議行政手続部会）より抜粋】 

 １ 国税の数値目標も踏まえ、次の数値目標を設定する。 

  ① 電子申告の義務化が実現されることを前提として、大法人の法人住民税

・法人事業税の申告について、電子申告（ｅＬＴＡＸ）の利用率１００

％ 

  ② 中小法人の法人住民税・法人事業税の申告について、電子申告（ｅＬＴ

ＡＸ）の利用率７０％以上。なお、将来的に電子申告の義務化が実現さ

れることを前提として、電子申告（ｅＬＴＡＸ）の利用率１００％ 

 

【「成長戦略フォローアップ」（令和２年７月１７日閣議決定）より抜粋】 

６．個別分野の取組 

ⅲ）スマート公共サービス 

③世界で一番企業が活動しやすい国の実現 

i) 個人、法人による手続の自動化 

イ）税・社会保険手続の電子化・自動化 

・地方税共通納税システムの対象税目の拡大として、２０２１年１０月より個人

住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割に関する金融機関等の特別徴収義務

者が行う申告・納税の電子化に取り組むとともに、地方団体及び経済団体等にお

- 53 -



ける検討の状況を踏まえつつ、納税者からの要望が多い税目への拡大について検

討を継続し、システムの利用促進に向けた今後の方向性を得る。 

 

【「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制のあり方」（令和元年９月税

制調査会）より抜粋】 

第二 令和時代の税制のあり方 

４．デジタル時代における納税環境の整備と適正・公平な課税の実現 

⑵ ＩＣＴを活用した納税者利便の向上 

③地方税務手続の電子化の推進 

地方税共通納税システムの利用促進に努めるとともに、今後、当該システム

の対象税目拡大等のｅＬＴＡＸの機能強化や、主として個人向けの収納手段に

係るＩＣＴ環境の変化に対応した更なる多様化など、地方税務手続の電子化の

推進について、早期に地方公共団体と情報を共有するなど、計画的な対応が重

要であることにも留意しながら、引き続き、検討していくべきである。 

 

【「令和３年度税制改正大綱」（令和２年１２月２１日 閣議決定）より抜粋】 

七 納税環境整備 

６ 地方税共通納税システムの対象税目の拡大 

（地方税） 

 地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金

の対象税目に固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割を

追加し、ｅＬＴＡＸ（地方税のオンライン手続のためのシステム）を通じて電子

的に納付を行うことができるよう、所要の措置を講ずる。 

 

９ その他 

（地方税） 

（２）ｅＬＴＡＸの対象となる申請等の範囲の拡充 

 電子情報処理組織（ｅＬＴＡＸ）を利用して行うことができる申請等の範囲を

拡充するほか所要の整備を行う。 
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３ 評価額情報の活用による利便性向上 

（提案要求先 総務省・法務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

不動産の所有権移転登記等を行う際、申請者は市町村（特別区においては都。

以下同じ。）が発行した固定資産課税台帳登録事項証明書に記載された評価額に

より登録免許税を算定し、法務局へ納付することとなっている。 

これにより、都においては不動産の所有権移転登記等を目的とした固定資産課

税台帳登録事項証明書発行が年間約３０万件あり、窓口及び郵送請求対応に多大

な労力がかかっているとともに、申請者にとっても負担が生じている。 

一方で、地方税法第４２２第の３の規定により市町村から法務局に対し、電子

データによる評価額情報の通知を行っているところであり、法務局が当該データ

を活用し、登録免許税の算定等を行うこととすれば、固定資産課税台帳登録事項

証明書の添付が不要となり、申請者の利便性向上に資する。 

 

＜具体的要求内容＞ 

不動産の所有権移転登記等を行う際は、地方税法第４２２条の３の規定により

市町村から法務局へ通知している電子データの評価額情報を活用して法務局が登

録免許税を算定できるようにするなど、申請者の利便性向上等を図ること。 

 

参  考 

 

【地方税法（昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号）】 

（土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知） 

第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十

九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年

度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度

の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所

在地を管轄する登記所に通知しなければならない。 

 

不動産の所有権移転登記等を行う際は、地方税法第４２２条の３

の規定により市町村から法務局へ通知している電子データの評価額

情報を活用して法務局が登録免許税を算定できるようにするなど、

申請者の利便性向上等を図ること。 
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（提案要求先 経済産業省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

 高圧ガスの製造や販売等の業務に必要な免状は、高圧ガス保安法（昭和２６年

法律第２０４号）等の規定に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事が交付する

こととされているが、同法等に基づき、免状交付の事務は経済産業省令で定める

法人（高圧ガス保安協会）に委託することができるとされている。 

現在、同協会では経済産業大臣が交付する高圧ガス製造保安責任者免状並びに

４１道府県知事が交付する高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免

状及び液化石油ガス設備士免状の交付事務を受託しており、都も委託を検討して

いるが電子申請は導入されていない。 

一方で、同協会は高圧ガス保安法等に基づく国家試験において、既に電子申請

の仕組みを設けており、都も事務を委譲している。大半の受験者が免状の交付を

受けるために必要な情報を、国家試験事務の電子申請において、既に入力してい

る状況にある。 

申請者への速やかな免状交付を実現させるためには、国家試験事務と免状交付

事務を一体として電子で取り扱えるよう、免状交付事務についても電子申請を実

現させる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

高圧ガス保安法等に基づく免状交付について、国家試験事務と同様に、免状の

交付手続の円滑化と申請者の利便性向上のため、高圧ガス保安協会が早期に免状

交付手続の電子化が行えるよう、必要な措置を講じること。 

 

１７ 高圧ガス保安協会における免状交付手続の電 

子申請の導入 

高圧ガス保安法等で指定されている免状交付委託先（高圧ガス保安

協会）において、早期に免状交付手続の電子化に向けた措置を講じる

こと。 
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 （提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

指定給水装置工事事業者（以下「指定事業者」という。）の指定の申請、指定

の更新及び一部の変更の届出に当たっては、水道法施行規則第１８条第２項第２

号並びに第３４条第２項第１号及び第２号により、法人にあっては登記事項証明

書、個人にあっては住民票の写しを添えなければならないと規定されており、現

行制度下では、申請者が各行政窓口で取得した原本の提出が必要である。 

また、指定事業者の指定の申請、指定の更新及び新たな給水装置工事主任技術

者の選任に当たっては、選任する給水装置工事主任技術者の給水装置工事主任技

術者免状（以下「免状」という。）の交付番号を確認するため、実態として、免

状又は給水装置工事主任技術者証の原本の提示又は写しの提出を求めている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）指定給水装置工事事業者の指定に関する諸手続について、登記事項証明書

又は住民票の写しを書面提出によらない方法が可能となるよう、必要な措置

を講じること。 

（２）水道法第２５条の５第１項の規定により交付を受けている給水装置工事主

任技術者免状の交付番号等について、水道事業体がオンラインで確認できる

よう必要な措置を講じること。 

 

１８ 指定給水装置工事事業者の指定等に係るＤＸ

の推進 

 指定給水装置工事事業者の指定に関する諸手続について、今後の

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進に向け、必要な措

置を講じること。 
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